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○松本市立博物館条例 

平成２４年３月１日 

条例第４号 

松本市立博物館条例（平成１７年条例第８４号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市域の自然環境や文化、産業等の遺産の保護活用を図り、もって市民

の生涯学習と地域の振興に寄与するため、博物館法（昭和２６年法律第２８５号。第１１

条において「法」という。）第１８条及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２の規定に基づき、松本市立博物館（以下「市立博物館」という。）の設置及び管

理等について必要な事項を定めることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 市立博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

松本市立博物館 松本市丸の内４番１号 

２ 市立博物館に次の分館を置く。 

名称 位置 

重要文化財旧開智学校校舎 松本市開智２丁目４番１２号 

松本民芸館 松本市大字里山辺１３１３番地１ 

松本市立考古博物館 松本市大字中山３７３８番地の１ 

松本市はかり資料館 松本市中央３丁目４番２１号 

松本市旧司祭館 松本市開智２丁目６番２４号 

旧制高等学校記念館 松本市県３丁目１番１号 

窪田空穂記念館 松本市大字和田１７１５番地１ 

重要文化財馬場家住宅 松本市大字内田３５７番地６ 

松本市歴史の里 松本市大字島立２１９６番地１ 

松本市時計博物館 松本市中央１丁目２１番１５号 

松本市山と自然博物館 松本市大字蟻ケ崎２４５５番地１ 

松本市高橋家住宅 松本市開智２丁目９番１０号 

松本市四賀化石館 松本市七嵐８５番地１ 

松本市安曇資料館 松本市安曇３４８０番地２ 
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３ 分館に次の附属施設を置く。 

分館 附属施設 

松本市はかり資料館 旧三松屋蔵座敷 

窪田空穂記念館 窪田空穂生家 

松本市歴史の里 １ 旧長野地方裁判所松本支部庁舎 

２ 工女宿宝来屋 

３ 旧松本少年刑務所独居舎房 

４ 旧昭和興業製糸場 

５ 木下尚江生家 

６ その他付帯施設 

（事業） 

第３条 市立博物館及び分館（以下「博物館」という。）は、第１条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

（１） 市域の民俗、歴史、考古、産業、自然、文学、民芸等に関する実物、模型、模写、

文献、図表、写真、デジタルデータ等の博物館資料（以下「博物館資料」という。）の

収集、保管、調査研究及び展示に関すること。 

（２） 博物館資料の利用の必要な説明、助言、指導等に関すること。 

（３） 博物館資料の専門的、技術的な調査研究に関すること。 

（４） 博物館資料の案内書、解説書、目録、図録、年報及び調査研究の報告書等の作成

並びに頒布に関すること。 

（５） 学校、研究所、公民館、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸機関との協力

及び援助に関すること。 

（６） 市内外の他の博物館等との連絡、協力、刊行物及び情報の交換並びに博物館資料

の相互貸借に関すること。 

（７） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

（休館日及び開館時間） 

第４条 博物館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と

認めたときは、この限りでない。 

区分 休館日 開館時間 

松本市立博物館 １２月２９日から翌年の１月３日まで 午前８時３
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０分から午

後５時まで 

重要文化財旧開智学校校舎 ３月から１１

月まで 

第３月曜日（当該日が休日に当

たるときは、当該日以後の休日

を除いた最初の日） 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１２月から２

月まで 

１ 月曜日（当該日が休日に当

たるときは、当該日以後の休

日を除いた最初の日） 

２ １２月２９日から翌年の１

月３日まで 

松本市旧司祭館 

松本民芸館 １ 月曜日（当該日が休日に当たるときは、当

該日以後の休日を除いた最初の日） 

２ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

松本市はかり資料館 

旧制高等学校記念館 

重要文化財馬場家住宅 

松本市歴史の里 

松本市時計博物館 

松本市山と自然博物館 

松本市立考古博物館 ３月から１１

月まで 

月曜日（当該日が休日に当たる

ときは、当該日以後の休日を除

いた最初の日） 

窪田空穂記念館 

１２月から２

月まで 

１ 休日等を除く日 

２ １２月２９日から翌年の１

月３日まで 

松本市四賀化石館 

松本市高橋家住宅 ３月から１１

月まで 

休日等を除く日 

１２月から２

月まで 

１ 月曜日から土曜日まで 

２ １２月２９日から翌年の１

月３日まで 

松本市安曇資料館 １ ５月１日から１１月３０日までの間で休

日等を除く日 
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２ １２月１日から４月３０日まで 

備考 

１ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日をいう。 

２ 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び休日をいう。 

（入館の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を

命ずることができる。 

（１） 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料（以下「施設等」という。）を損傷し、

又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（２） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（３） 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めるとき。 

（観覧料） 

第６条 博物館の展示を観覧する者（以下「観覧者」という。）は、別表第１に定める観覧

料をその都度納入しなければならない。ただし、観覧者が、別表第２に定める共通観覧券

を購入したときは、この限りでない。 

２ 市長は、特別の展示をしたときは、その期間に限り、前項の規定にかかわらず、その都

度別に定める観覧料を徴収することができる。 

（観覧料の減免） 

第７条 市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。 

（特別観覧料） 

第８条 学術研究その他教育的な目的のため、博物館資料の閲覧、撮影、原板の使用等をし

ようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を

受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。 

２ 前項の許可を受けた者（以下「特別観覧者」という。）は、当該許可を受けたときに特

別観覧料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、

この限りでない。 

３ 特別観覧料は、別表第３に定める額とする。 

（行為の禁止） 

第９条 観覧者及び特別観覧者（以下「観覧者等」という。）は、教育委員会の許可を得な
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いで次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 施設又は設備の原状を変更すること。 

（２） 飲酒すること又は指定された場所以外での飲食、喫煙及び火気を使用すること。 

（３） 物品を販売すること。 

（４） 広告又はこれに類するはり紙等を表示すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めること。 

（損害賠償等） 

第１０条 観覧者等は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は

その損害を賠償しなければならない。 

２ 観覧者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を観覧者等

から徴収する。 

（博物館協議会） 

第１１条 法第２２条の規定に基づき、市立博物館に松本市博物館協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

２ 協議会委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人以内とする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

（１） 学校教育関係者 

（２） 社会教育関係者 

（３） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（４） 有識者 

（５） 公募による市民 

（６） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

４ 委員の任期は２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 松本市特別職の職員等の給与並びに費用弁償に関する条例（昭和２６年条例第８号）の

CO886997
ハイライト表示
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一部を次のように改正する。 

別表第２に次のように加える。 

博物館協議会委則   ７,１００ ５,０００ 

（重要文化財旧開智学校校舎条例等の廃止） 

３ 重要文化財旧開智学校校舎条例（昭和３９年条例第１０３号）、松本民芸館条例（昭和

５８年条例第１１号）、松本市立考古博物館条例（昭和６１年条例第２１号）、松本市は

かり資料館条例（平成元年条例第６号）、松本市旧司祭館条例（平成３年条例第３８号）、

旧制高等学校記念館条例（平成５年条例第３号）、窪田空穂記念館条例（平成５年条例第

４号）、重要文化財馬場家住宅条例（平成９年条例第３号）、松本市歴史の里条例（平成

１４年条例第５号）、松本市時計博物館条例（平成１４年条例第６号）、松本市四賀化石

館条例（平成１７年条例第７３号）、松本市安曇資料館条例（平成１７年条例第７４号）、

松本市山と自然博物館条例（平成１９年条例第３号）及び松本市高橋家住宅条例（平成２

１年条例第８号）は、廃止する。 

別表第１（第６条関係） 

区分 個人 団体 

大人（高校生

以上） 

小人（小・中

学生） 

人数 

  

 大人（高校生

以上） 

小人（小・中

学生） 

松本市立博物館 円 

２００ 

円 

１００ 

 円 円 

２０人以上 １８０ ９０ 

１００人以

上 

１６０ ８０ 

３００人以

上 

１４０ ７０ 

重要文化財旧開智学校

校舎 

３００ １５０ ２０人以上 ２５０ １００ 

松本民芸館 ３００ 無料 ２０人以上 ２００ 無料 

松本市立考古博物館 ２００ 無料 ２０人以上 １５０ 無料 

松本市はかり資料館 ２００ 無料 ２０人以上 １５０ 無料 
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松本市旧司祭館 無料 無料 ２０人以上 無料 無料 

旧制高等学校記念館 ３００ 無料 ２０人以上 ２００ 無料 

窪田空穂記念館 ３００ 無料 ２０人以上 ２００ 無料 

重要文化財馬場家住宅 ３００ 無料 ２０人以上 ２００ 無料 

松本市歴史の里 ４００ 無料 ２０人以上 ３００ 無料 

松本市時計博物館 ３００ １５０ ２０人以上 ２５０ １００ 

松本市山と自然博物館 ３００ 無料 ２０人以上 ２００ 無料 

松本市高橋家住宅 無料 無料 ２０人以上 無料 無料 

松本市四賀化石館 ３００ １５０ ２０人以上 ２００ １００ 

松本市安曇資料館 無料 無料 ２０人以上 無料 無料 

別表第２（第６条関係） 

区分 大人（高校生以上） 小人（小・中学生） 

 円 円 

共通観覧券（パスポート） １,０００ ５００ 

別表第３（第８条関係） 

区分 単位 金額 

 １点 円 

デジタルデータ使用（学術研究用） ５００ 

デジタルデータ使用（その他） １,０００ 

撮影（学術研究用） ２,０００ 

撮影（その他） ４,０００ 

原板使用（学術研究用） １,０００ 

原板使用（その他） ２,０００ 

熟覧 ３,０００ 

 


